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はじめに 

先回は、献児式でしたので、「信仰の継承」についてのメッセージを致しました。今週

は、ローマ人への手紙の講解メッセージに戻ります。 

私たちは今、救いの３つの要素である、義認、聖化、永化の中の聖化についてローマ人へ

の手紙から学んでいます。私たちは救われてクリスチャンとして、喜びと期待をもって信

仰生活をスタートするわけですが、多くの人が陥ってしまう罠ともいうべきことがありま

す。それが「律法主義的な信仰」です。 

聖化とはクリスチャンがキリストに似たものへ変えられ、神によって御霊の実を結んで

いくことですが、この聖化を人間の業によって押し進めようとすると１００％挫折に終わ

ってしまいます。なぜなら、聖化は、救われた時に与えられた義認と同じく、ただ神の恵

みによって、助け主である聖霊に従い、ゆだねていくことによって、一歩ずつ変えられて

いくことだからです。 

礼拝に集うことも、御言葉をデボーションし熱心に祈ることも、奉仕や献金をささげる

こと、善い行いをすることはみな素晴らしいことですが、クリスチャンの義務でも律法で

もありません。これらのことは、主イエスを愛するがゆえに、心から湧き上がってくる喜

びの表れであり、主体的に選択して行動していくことなのです。 

パウロは、７章の初めでクリスチャンが律法から解放されていることを、婚姻法のたと

えを用いて説明しました。結婚している間、妻は律法という夫に束縛されていますが、死

ねば結婚という束縛から解放されて、再婚しても罪には当たらないというたとえでした。 

クリスチャンも、古い夫である律法に縛られている間は罪に束縛されていますが、キリス

トを信じることによってキリストと共に死んで、新しい夫であるキリストと共に生きるよ

うになり、律法から解放されたのです。しかしそれは、まったく罪を犯さないようになっ

たということではなく、罪を犯す必要性がなくなったということでした。つまり、神に従

い罪を犯さなくてよいという選択ができるようになったのです。 

 

今日は「罪と律法の関係」について学びます。律法とは広い意味では旧約聖書、狭い意味

ではモーセ律法です。本来良いものである律法が、どうして死をもたらすのかが、今日扱

うテーマです。 

 

 



１．質問：律法は罪なのか 

7:7a それでは、どのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんな

ことはありません。 

今回も修辞的質問で（答えを求めていない、読者の考えを刺激するための質問）で始ま

ります。これは前回、律法について否定的なことを言ったためです。 

この質問に対してパウロは、「 絶対にそんなことはありません」と答えています。問題

は律法にではなく、人間の側にあるからです。 

パウロは、この質問に答えるために、律法の 3つの働きをあげて答えとしています。 

彼はこの節から一人称の「私は」で語り始めます。つまり、これから語られることは、パ

ウロの実体験であり、同時にほとんどのクリスチャンが通過する普遍的な真理でもありま

す。 

 

２．律法の働き（7～11節） 

律法の働き① 「罪を自覚させる」（7節） 

 

7:7 b むしろ、律法によらなければ、私は罪を知ることはなかったでしょう。実際、律法が

「隣人のものを欲してはならない」と言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょう。 

第一に、律法の働きは、私たちに罪を教えることです。暗黒の中にいる者にとって、そ

の暗さを理解することはできません。光に照らされて、はじめてその闇の深さを悟るので

す。 

パウロはここで、十戒の中の第 10 番目の「隣人のものを欲してはならない」を引用して

います。 

 

十戒 ①主の他に神があってはならない ②偶像を作ってはならない ③主の御名をみだ

りに口にしてはならない ④安息日を覚えて聖なるものとせよ ⑤父と母を敬え ⑥殺し

てはならない ⑦姦淫してはならない ⑧盗んではならない ⑨偽証してはならないそし

て ⑩隣人のものを欲してはならない 

 

言い換えればこれは貪欲を禁じているわけですが、パウロがこの戒めを引用したことは、

重要です。なぜならこの戒めだけが、心の中にある欲望を扱ったものであるからです。 

3:6 そこで、女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目に慕わしく、またその木は

賢くしてくれそうで好ましかった。それで、女はその実を取って食べ、ともにいた夫にも

与えたので、夫も食べた。 



エデンの園の中央にある木からとって「食べてはならい」はならないという神の戒めを

悪用して蛇が誘惑したときに、女がその木を見ると「好ましかった」＝そそのかしてい

た、という言葉がまさに第十戒で禁じられている「欲する」という言葉です。 

主イエスが山上の垂訓で明らかにされたように、人の心の中に沸き起こる自己中心的な思

い（欲望・貪欲）こそ、人を神から引き離すあらゆる罪の根源です。 

 

コロサイ 3:5 ですから、地にあるからだの部分、すなわち、淫らな行い、汚れ、情欲、悪

い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。 

この欲望は、禁止されるまでは自覚され意識されることがありません。しかし律法によ

って禁止されることによって強く意識されることになります。パウロは、自分に罪はなか

ったと言っているのではありません。 罪の性質は、アダム以来全人類が引き継いでいる

ものです。 罪人には罪の性質に従って生きていても、それが罪であるという自覚はあり

ません。律法によって禁止されることによって、はじめて罪の自覚が起こります。 

「欲望を知らなかった」とは、貪欲が罪であることを知らなかったという意味です。 

 

律法の働き②「罪を誘発する」（8節） 

 

7:8 しかし、罪は戒めによって機会をとらえ、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしまし

た。律法がなければ、罪は死んだものです。 

二つ目の律法の働きは、罪を誘発させ、そしてもっと罪を犯させることにあります。 

この聖句は非常に重要で、罪と律法の関係をよく説明しています。「機会」と訳されてい

る言葉は、ギリシア語で「アフォルメイ」です。この言葉は軍事用語で、敵地に拠点を確

保するという意味があります。戦いにおいて敵地に攻め入るときは、敵地のある場所に軍

事拠点を置いて、そこからさらに進軍します。 

パウロは私たちの聖化の過程を霊的な戦いと考えています。そして「律法」は「罪」と

いう敵が人間の性質に侵入する時の拠点であると考えているのです。罪とは実に巧妙で力

のある敵です。私の内に戒め（律法の具体的規定）という軍事拠点を確保し、私の内に収

拾のつかないほどのむさぼりの心を引き起こすのです。律法が命じることと正反対のこと

をしたくなるのが、 罪の性質なのです。 

律法がなければ、罪は死んだものです。とあります。私たちにはもともと罪の性質は存在

するのですが、破るものがなければ、罪は罪として認識されないわけです。 

 

 

 

 

 



律法の働き③「死に導く」（9～11節） 

 

7:9 私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき、罪は生き、 

7:10 私は死にました。それで、いのちに導くはずの戒めが、死に導くものであると分かり

ました。 

三つ目の律法の働きは、「死に導く」ことです。私はかつて律法なしに生きていました 

とあります、パウロはユダヤ人それもパリサイ派のエリートでしたから、異邦人のように

モーセ律法と関係なく生きていたということでは考えられません、これは回心以前のこと

です。パウロのダマスコ途上の回心体験は、 使徒 9章に記録されています。彼は、救わ

れて 3 日後に、義認は恵みによることを理解しました。それまでは、律法を意識すること

なく過ごすことができていました。 

しかし、戒めが来たとき、罪は生き、私は死にました。とあります。これは、律法を行

うことによって聖化は可能だと考えた結果起こったことです。そう考えた途端に、罪が侵

入し「私」は死にました。  

それで、いのちに導くはずの戒めが、死に導くものであると分かりました。律法は神が

人をいのちに導くはずのものでした。しかし 罪は律法によって機会を捕らえました。 罪

は、 律法によって聖化が得られるかのように、 私を欺きました。しかし私は、律法を守

ることができないので、結果的に律法は私を死に導きました。 

分かりました。とは「ヒューレセー」という言葉ではっきり示されましたという意味

で、これはパウロが体験によって得た発見です。この発見を通して、律法の行いではなく

恵みと信仰によって、また神の霊の働きによって聖化されることを確信するようになった

のです。律法主義はパウロの霊性を殺しました。 私たちも、律法（行い）による聖化を

求めるなら、同じ悲劇を経験することになります。 聖化は、信仰により、恵みによるこ

とを、心に刻みましょう。 

 

3．神の本質を表す律法 （11～12 節） 

7:11 罪は戒めによって機会をとらえ、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。 

これは 8節から 10節の要約です。 

7:12 ですから、律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しく、また良い

ものです。 

最初の 7節の質問にありました「律法が罪なのか。」そうではない律法は罪なのではな

く、問題は私の内に生きて働く罪である。とパウロは教えます。 

律法は、聖なるもの、正しく、良いものです。律法の本質の神の本質の反映なのです。 

ですから、クリスチャンは旧約聖書（広義の律法）を敬遠し足り、ないがしろにしてはい

けません。旧約聖書＝ユダヤ人、新約聖書＝キリスト教という図式は間違いです。旧新約



聖書が聖典だと信じていても、旧約はあまり読まないというのもよくありません。パウロ

自身が論じているように、律法は聖なる神のことばですから良いものです。 

 

詩編 119 編を読めば一目瞭然です。 

47  私はあなたの仰せを喜びます。それを私は愛します。 

48  私は 愛するあなたの仰せを求めて両手を上げあなたのおきてに思いを潜めます。 

97  どれほど私は あなたのみおしえを愛していることでしょう。 

103  あなたのみことばは私の上あごになんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いの

です。 

104  私にはあなたの戒めがあり 見極めができます。それゆえ 私は偽りの道をことごとく

憎みます。  

105  あなたのみことばは 私の足のともしび私の道の光です。 

 

元凶は罪なのです。 

7:13 それでは、この良いものが、私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことは

ありません。むしろ、罪がそれをもたらしたのです。罪は、この良いもので私に死をもた

らすことによって、罪として明らかにされました。罪は戒めによって、限りなく罪深いも

のとなりました。 

ここでまた修辞的質問が出てきます。では良いもの、つまり律法が私に死をもたらすの

か。そうではない。とパウロは答えています。すでに述べてきたように、律法ではなく罪

の問題、人間の問題なのです。そして、「死をもたらすのは罪なのだ」という結論をパウ

ロは出します。 

 

暗黒の中にいる者にとって、その暗さを理解することはできません。光に照らされて初

めて、その闇の深さを悟るのです。人は「聖なる・正しく・良い律法」を知ることで、自

分の罪深さを思い知らされるのです。罪が罪として正体を現すのです。しかもそれは「限

りなく罪深い」闇の深淵です。 

 

最後に 

私たちは、 律法と律法主義を区別する必要があります。 律法主義は悪いものです。 

律法主義とは、 人間のわざによって聖化を押し進めようとする実現不可能な教えです。 

これは、今日学んだ聖化と律法の関係を誤解していることから起こることです。  

聖化は律法によるではなく、 信仰により恵みによります。律法は神の本質を現れであ

り、聖なるものです。暗闇を照らす光です。人間の罪深さを明らかにするのが、神のこと

ばであり、律法です。 



私たちに中に、どのような具体的な罪が潜んでいるかを暴いて、悔い改めを迫るのは、神

の権威あるご意志である神のことばなのです。父母を敬えという、とてもありふれた戒め

に思えるものであっても、それが神のご意志として語られるときに、その光に照らされた

私たちの内面は、従いきれない自分の姿が明らかにされます。律法そのものは本来、人間

を幸せにするために神が下さった道しるべです。その本来の働きを回復するためにこそ、

永遠の神のことばである方がこの世に来てくださいました。 

マタイ 5:17 わたしが律法や預言者を廃棄するために来た、と思ってはなりません。廃棄

するためではなく成就するために来たのです。 

ヨハネ 1:14 ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見

た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ち

ておられた。 

聖霊に、自分をよく見せようという努力から目をそらし、主イエスに目を向けさせてい

ただきましょう。聖霊は私たちを解放し、愛と感謝からイエスに喜んで仕えるようにして

くださいます。これが "御霊に生きる "ということです。 

 

祈り 

愛する天のお父様、今日は「罪と律法の関係」について御言葉から学ぶことができて感

謝します。 

あなたが私たちに与えてくださった律法の働きを、私たちが悟ることができますように助

けてください。主よ、日々聖なる神のみ言葉に照らされて、探り導いてください。 

私たちが歩む聖化の道が、神の恵みによって既に用意されていることを信じます。どうぞ

日々、救いの保証、助け主である聖霊のご支配の中を喜んで歩めますように。 

イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン 

 


